


特定事業計画取組状況と事業再構築の進捗状況

事業者名 認定特定事業計画内容
基準（平成２０
年７月１１日）

車両数

平成２４年
１２月３１日

現在の車両数

平成２４年
１２月３１日

現在の減車率

１ 金星釧路ハイヤー㈱
①アイドリングストップ運動の推進
②タクシーサービスに関するモニター調査の実施

７５ ６７
－１０．７％

０ －８

２ 釧路日交タクシー㈱ エコドライブの推進
５０ ４５

－１０．０％
０ －５

３ 釧路交通㈱
①エコドライブの推進
②アイドリングストップ運動の推進

８３ ７４
－１０．８％

０ －９

４ まりも交通㈱ ＧＰＳ-AVMシステムの導入による効率的配車
３５ ３１

－１１．４％
０ －４

８２ ７３

平成24年12月31日現在

資料１

５ ㈱小鳩自動車工業 エコドライブの推進
８２ ７３

－１０．７％
０ －９

６ 第一共栄交通㈱
①福祉タクシーの運行
②低公害車（EV・HV）の導入促進
③アイドリングストップ運動の推進

１０７ ９５
－１１．２％

０ －１２

７ 釧路北交ハイヤー㈱ 自社WEBサイトの開設
６２ ５０

－１９．４％
０ －１２

４９４ ４３５
－１１．９％

０ －３５

８ 永楽交通㈱ H21.5.29廃業
３５ ０

－１００％
０ －３５

個
人

個人タクシー事業者
（組合加盟・７４事業者）
＊非組合員の申請は無し

①禁煙車の導入
②アイドリングストップ運動の推進
③車両費用等の削減
④タクシー乗り場及び周辺における美化の促進

６４
＋非組４
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494

457480

500
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640

保有車両数の推移（釧路交通圏・法人）

平成２０年７月１１日においては、
基準車両数５２９両。
その後、永楽交通㈱が事業を廃止し
３５両を減車。
釧路交通圏においては、５２９－３５＝４９４
両が
あらためて基準車両数とされた。

到達

資料２
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300

320

340

360

380

400

420

440

460

480

平成元年度末

（バブル期）

平成１３年度末

（規制緩和前夜）

基準車両数 平成２２年度末 平成２４年１２月末

台
数

地域計画における「適正と考えられる車両数」の範囲
332両～443両

到達



5349

1031
858

4834

823
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3200
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保有車両数の推移（全道特定地域・法人）

基準車両数 平成２４年１２月末車両数

「適正と考えられる車両数」４５８１
３４３５

到達

到達

資料３
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札幌交通圏 小樽市 函館交通圏 旭川交通圏 苫小牧交通圏 帯広交通圏 北見交通圏
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１５５

４０２
３０１

２７０
２４５

７６３
６３６

７８０
６６９

３３７
２９７

到達
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釧路交通圏の法人タクシー日車営収等の推移①
日車営収（円） 輸送人員（万人） 車両数（両）

資料４
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釧路交通圏の法人タクシー日車営収等の推移②

日車営収 輸送人員 車両数

資料５
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資料６

¥20,000

¥22,000

¥24,000

¥26,000

¥28,000
平成２１年度 平成２２年度

平成２３年度 平成２４年度

釧路交通圏の法人タクシー実働日車当たり営業収入の推移

¥10,000

¥12,000

¥14,000

¥16,000

¥18,000

¥20,000

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月



資料７

釧路交通圏の法人タクシー実働日車当たり実車キロの推移

65.0 

70.0 

75.0 

80.0 
平成２１年度 平成２２年度

平成２３年度 平成２４年度

㎞

40.0 

45.0 

50.0 

55.0 

60.0 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月



資料８

釧路交通圏の法人タクシー実働日車当たり輸送人員・運送回数の推移

29.0 

31.0 

33.0 

35.0 

37.0 

平成２１年度輸送人員 平成２２年度輸送人員 平成２３年度輸送人員 平成２４年度輸送人員

平成２１年度運送回数 平成２２年度運送回数 平成２３年度運送回数 平成２４年度運送回数

輸送人員（人）

人・回

15.0 

17.0 

19.0 

21.0 

23.0 

25.0 

27.0 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

運送回数（回）
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500 

平成２１年１２月末現在

法人運転手～１，０２３人

平成２４年１月末現在

法人運転手～９６０人

平成２４年１２月末現在

法人運転手～９１３人人

資料９

釧路交通圏における運転手年齢構成推移
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資料９－２

釧路交通圏における運転手年齢構成比推移

平成２４年１２月末

現在

２１歳～３０歳

３１歳～４０歳

４１歳～５０歳

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

平成２１年１２月末

現在

平成２４年１月末

現在

４１歳～５０歳

５１歳～６０歳

６１歳～７０歳

７１歳～８０歳



資料１０

釧路交通圏の運転代行事業者数及び随伴車両数
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2011年4月1日、観光客のニーズに応えられる「おもてなしの心」と

「観光知識」を備えたタクシー乗務員を認定してより質の高いサービ

スを提供することで北海道の観光振興とタクシー事業の活性化を図る

目的とした「北海道観光おもてなしタクシー乗務員認定制度」（札幌

版）がスタートしました。

「夢大地北海道ガイドタクシー」は、同制度に基づき、観光知識や接

客マナーに関する専門的な研修を受け、認定試験に合格したタクシー

乗務員が運転する観光タクシーです。 

北海道の観光をサポートし、もっと皆さんに楽しんでいただくために

スタートした新しい観光のスタイルです。

平成23年度現在 認定乗務員 266名 

※認定乗務員や対応エリアは順次拡大中です。

夢大地北海道ガイドタクシー

認定試験に合格した運転手がご案内します。



北海道観光おもてなしタクシー乗務員認定制度
札幌協議会について

資料１１-２

北海道観光おもてなしタクシー乗務員認定機構事務局資料より作成



組織図
（社）北海道ハイヤー協会
（社）全国個人タクシー協会北海道支部
（社）日本旅行業協会北海道支部
（社）全国旅行業協会北海道支部
（社）北海道商工会議所連合会
国土交通省北海道運輸局
北海道
日本観光協会北海道支部
北海道ホテル旅館業連絡協議会

（社）北海道観光振興機構

北海道観光おもてなし
タクシー乗務員認定

審査委員会

北海道観光おもてなし
タクシー乗務員認定機構

（社）札幌ハイヤー協会
事業協同組合札都個人タクシー協会
札幌個人タクシー協同組合
札幌商工会議所
札幌市内ホテル連絡協議会
札幌ホテル旅館協同組合
札幌観光協会
すすきの観光協会
札幌市（おもてなし委員会）

（社）北海道観光振興機構（事務局）

（社）北海道ハイヤー協会、
（社）全国個人タクシー協会北海道支部
（社）日本旅行業協会北海道支部、
（社）全国旅行業協会北海道支部
（社）北海道商工会議所連合会
国土交通省北海道運輸局
北海道
札幌市（関係市町村）
学識経験者

（社）北海道観光振興機構

札幌
協議会

○○
協議会

○○
協議会

○○
協議会

2



認定機構

事
務
局

◎制度の全体統括
◎研修・試験管理（日程調整・清算）
◎認定者、応募者管理
◎テキスト、ポスター等作成

◎制度検討（ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ要件等検討）
◎インセンティブの検討

認定審査委員会

組織の役割

札幌協議会

事
務
局

◎インセンティブの検討

◎PR業務（ﾊﾟﾝﾌ ﾎﾟｽﾀｰ配布ｳｪﾌﾞｻｲﾄの作成）
◎研修・試験の補助（会場手配等）
◎インセンティブの検討
◎認定乗務員に関する配車業務

3



機構役職 所 属 所属役職

会 長
札幌市

市 長

副会長
（社）札幌ハイヤー協会

会 長

委 員
札幌個人タクシー協同組合

理事長

委 員
事業協同組合札都個人タクシー協会

代表理事

委 員
札幌商工会議所

会 頭

札幌協議会札幌協議会 構成員構成員

委 員 会 頭

委 員
札幌市内ホテル連絡協議会

代表幹事

委 員
札幌ホテル旅館協同組合

理事長

委 員
（社）札幌観光協会

会 長

委 員
（社）すすきの観光協会

会 長

委 員
（社）定山渓観光協会

会 長

委 員
札幌おもてなし委員会

委員長

事務局
（社）北海道観光振興機構4



応 募

北海道のタクシー乗務員

法人タクシー乗務員は札幌ハイヤー協会からの推薦書の提出

個人タクシー乗務員は入会している組合からの推薦書の提出

条 件

個人タクシー乗務員は入会している組合からの推薦書の提出

申込日前の1年間無事故・無違反者＆基準日起算で1年間無事
故・無違反者（運転記録証明書・無事故無違反証明書で確認）

5



申込から認定までの流れ申込から認定までの流れ

受験申込

・受験料支払
・申込書提出
・事務局確認

研修開始

申込完了

接遇研修必須 観光知識研修任意

①導入（マナー３
H）

①北海度全域 ３H

教材

北海道観光マスター検定
札幌シティガイド検定

研修開始

試 験

H）
①北海度全域 ３H

②ロープレ ４H ②地域（札幌）４H

観光知識筆記試験

①北海道全域 ②地域（札幌）

認 定 ①接遇研修修了
②観光知識研修合格者（北海道全域＆地域）6



個人負担費用

２０１０年

項目 内訳

研修費
観光（北海道全域） ０円
観光（地域） ０円
接遇 ０円

項目 内訳

研修費
観光（北海道全域） １，０００円
観光（地域） １，０００円
接遇 ２，０００円

２０１１年～ （案）

接遇 ０円

テキスト代

観光（北海道全域） ０円
観光（地域） ０円
接遇 ０円

受験料 ０円

認定料 ２，０００円

合計 ２，０００円

接遇 ２，０００円

テキスト代

観光（北海道全域） ２，３００円
観光（地域） １，８９０円
接遇 ０円

受験料 （観光各1,５00円） ３，０００円

認定料 ３，０００円

合計
１４，１９０円

テキスト代除く １０，０００円

7



更更 新新

更新期限：３年

更新要件：基準日から起算して１年間、無事故・無違反

更 新 更 新 ：更新者は更新者研修を受講する（3時間）

更新料 ：２，０００円 （研修費含む）

未更新 ：未更新の場合は登録抹消

8



レベルアップのイメージレベルアップのイメージ
① 基本３年

・諸条件の確認
・実技試験
（実際の観光案内）

②「観光マスター」
「シティガイド」の取得
3年以内に取得（飛び級有）

（最低でもグリーンを１年間行う）
「観光マスター」「シティガイド」
はシルバーの必須

基本３年 難易度を高く設定

ガイド実践・外国人・障害者対応・模範となる人格・
人柄 会社推薦者 その他地域の資格取得 etc
＊研修の講師＊

３年間
３年間

はシルバーの必須
③ 他圏域の資格取得

グリーン
シルバー

ゴールド

9



◇ 認定者の周知・PR

◇ 制度の周知・PR
・ＨＰ、チラシ、パンフレットなどを作成。
・プレス発表。

インセンティブインセンティブ

◇ 認定者の周知・PR
・顔写真や会社名などをHP、チラシ、パンフレット等に記載す
ることで、個人・会社ともにインセンティブとなる工夫を検討。

◇ 認定者に与えるもの

・認定証及びステッカーを作成。

10



◇ 旅行代理店、宿泊施設、観光施設との連携

を通じて協力依頼を実施。

：乗務員の入場が無料となるよう、協力依頼を実施。

・旅行代理店：認定者を優遇するよう、「北海道観光おもてなしタ
クシー乗務員認定機構」の構成メンバーとして検
討しているJATA、ANTAを通じて協力依頼を実施。

・宿泊施設 ：フロントや各部屋にパンフレット等を留め置きさせ
てもらうよう協力依頼を実施。

・観光施設 ：乗務員の入場が無料となるよう、協力依頼を実施。：乗務員の入場が無料となるよう、協力依頼を実施。・観光施設 ：乗務員の入場が無料となるよう、協力依頼を実施。

◇ 認定者専用レーンなどの設置

・地域ごとに、個々に検討。

11



資料１２

釧路交通圏で設定されている定額運賃

ＪＲ釧路駅タクシー予約車乗り場～釧路動物園

釧路東急インホテル前～釧路動物園

ホテルルートイン釧路駅前～釧路動物園

運 送 区 間 運賃

４，２００円






